
議案第７７号 

八幡浜市立幼稚園条例の一部を改正する条例の制定について 

標記条例を次のように制定する。 

令和３年１２月７日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市立幼稚園条例の一部を改正する条例 

八幡浜市立幼稚園条例（平成１７年条例第９２号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中下線で示し、又は太枠で囲まれた部分を同

表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示し、又は太枠で囲まれた部分で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

  

（入園の資格） （入園資格 ） 

第３条 幼稚園に入園することができる者は、八

幡浜市内に住所を有し、満３歳から小学校就学の

始期に達するまでの幼児とする。 

第３条 幼稚園に入園することができる者は、八

幡浜市内に住所を有し、満４歳から小学校就学の

始期に達するまでの幼児とする。 

  

別表 別表 

名称 位置 

 

 

 

八幡浜市立 

保内幼稚園 

八幡浜市保内町宮内４番耕地５０

番地 
 

名称 位置 

八幡浜市立 

神山幼稚園 

八幡浜市五反田１番耕地１７３番

地 

八幡浜市立 

保内幼稚園 

八幡浜市保内町宮内４番耕地５０

番地 
 

  

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

  

提案理由 

令和４年４月１日から、神山幼稚園と神山保育所を統合し、新たに認定こど

も園を設置するため。 
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